
令和５年度新幹線岐阜羽島駅「のぞみ号・ひかり号」停車促進協議会事業計画 

 

 東海道新幹線岐阜羽島駅は、名神高速道路岐阜羽島インターチェンジとともに岐阜県の玄

関口であり、また、岐阜県をはじめとする中部圏の広域交通拠点として、重要な機能を果た

しています。 

 新幹線岐阜羽島駅「のぞみ号・ひかり号」停車促進協議会は、前身である新幹線岐阜羽島

駅「ひかり号」停車促進協議会の昭和５８年１１月の設立以来、「ひかり号」の停車促進の

要望活動をはじめ、駅利用促進活動等に努めてきました。その結果、平成１５年１０月のダ

イヤ改正により、当協議会の長年の要望事項でありました午前７時台前半の「ひかり号」東

京行の停車が実現いたしました。 

つきましては、「のぞみ号」の停車も視野に入れた要望を行い、一層の利便性向上のため、

リニア中央新幹線開業後の東海道新幹線の利便性向上などについても要望し、岐阜羽島駅の

利用促進に向けて JR岐阜羽島駅と連携した取り組みを実施いたします。 

  

１ 要望活動（岐阜県鉄道問題研究会） 

（１）要望時期  未定（昨年度は２月上旬） 

（２）要 望 先  東海旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 

（３）要望予定者 会 長 羽島市長 

理 事 岐阜県都市建築部都市公園・交通局長 

２ 新幹線岐阜羽島駅利用促進 PR活動 

（１）実施時期 令和５年１１月頃 

（２）実施内容 JR岐阜羽島駅発着の新幹線の利用促進を図るため、利用啓発物品を 

作成、配布する。 

 （３）配布先  協議会構成市町、県、JR岐阜羽島駅、羽島市内各所等 

３ その他利用促進活動   

・市内又は市外イベント等での利用啓発物品配布 など 

（３） 


